
主催：NPO 法人 空家・空地管理センター　後援：府中市
※このセミナーは東京都の補助金を受け、開催いたします。

本セミナーでは、空き家問題とその原因から有効に活用するためのアドバイス、
また相続に向けた対策や相続前の準備など終活に関する内容をお伝えいたします。

と
家族で考えよう！

実家の相続
空き家問題

第1部

空き家問題と相続トラブル
～あなたの実家を空き家にしないために～13:05 ～13:55

 上田  真一

NPO法人 空家・空地管理センター
代表理事［定員６０名］ 講　師

第2部

家族で考える相続準備
今あなたができること
相続 ･遺言 ･民事信託14:05 ～14:55

司法書士 ケン総合事務所
代表司法書士

 髙橋  健一講　師［定員６０名］

～ ～

第3部

専門家による個別相談会

15:00 ～16:30 ● 我が家に合った利活用って？
● 今からできる相続準備は？
● 遺言書の書き方が知りたい！
● 後見人は付けるべき？

主な相談内容

［定員１５組］

希望者限定15 組
(1組あたり30分)

2月1日 土

令和２年
13:00～16:30

無 料
府中市役所北庁舎 3 階会議室 ( 府中市宮西町 2 丁目 24 番地 )

《12:30から受付開始》

※市役所西玄関 ( 府中街道側入口 ) からお入りください。
※当日は駐車場のご用意が無いため、お車での来場はご遠慮ください。

要事前予約
お申込み 0120-336-366 【受付時間】9：00～17：00

(土日･祝 対応可)

ご予約
優 先

ご予約
優 先



　NPO法人 空家・空地管理センターは、東京都による「平成 31 年度 東京都空き家利活用等普及啓発･相談事業」における
空き家問題の普及啓発、ならびに空き家の利活用等についての相談事業者の一つとして選定されました。東京都民及び東京
都内に空き家等を所有 (予定 )する方を対象に、空き家の活用や管理についての相談を受け付けております。

平成31 年度 東京都空き家利活用等普及啓発･相談事業
【このセミナーは東京都の補助金を受け、開催いたします。】

相談相談

協力協力

協力事業者/専門家高齢者住宅施設
民生委員

相談者
（空き家等の所有者など）

窓口紹介

報告

ワンストップ相談窓口

・利活用方法等の検討･提示

東京都庁

区市町村

連携連携

支援

情報共有情報共有

要事前予約
お申込み 0120-336-366 【受付時間】9：00～17：00

(土日･祝 対応可)

平成31 年度東京都空き家利活用等普及啓発･相談事業東京都空き家利活用等普及啓発･相談事業

第1部
空き家問題と相続トラブル

～あなたの実家を空き家にしないために～
・あなたの実家が近所でも有名な空き家に？！
・認知症になる前と相続後で異なる空き家対策

13:05～13:55

NPO法人  空家･空地管理センター

上田 真一代表理事

家族で考える相続準備
～今あなたができること 相続･遺言･民事信託～
・知っておきたい新たな生前対策
・事例から学ぶ家族信託・遺言・成年後見制度 等

司法書士ケン総合事務所

髙橋 健一代表司法書士

2013年 NPO 法人 空家･空地管理センターを設立。全国で空き家等の適正管理や利活用に取り組み、東村山市空家等対
策協議会副会長など複数の自治体で空き家対策に関する協議会委員も務める。NHK をはじめ、テレビやラジオのコメ
ンテーターとしても知られる。著書に「あなたの空き家問題（日本経済出版社）」。

1974年生まれ。2001年司法書士試験合格、2003年司法書士登録、司法書士法人の共同経営を経て、
2012年司法書士ケン総合事務所を開設。各士業（弁護士や税理士等）との豊富なネットワークを活かし、
お客様一人一人にあった質の高いサービスを提供している。

■講師プロフィール

■講師プロフィール

第2部
14:05～14:55

無 料
セミナー

本セミナーでは、空き家問題とその原因から有効に活用するためのアドバイス、

また相続に向けた対策や相続前の準備など終活に関する内容をお伝えいたします。

※お客様から取得した個人情報は、平成 31 年度 東京都空き家利活用等普及啓発･相談事業の相談に使用することを目的とし、
　それ以外の目的に使用するものではありません。


